
【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２６年度）
進　　捗　　状　　況

２６年度上期 ２６年度下期 平成２６年度

・金融円滑化に関する研修を開催し、相談
態勢の強化、関与する職員のレベルアップ
を図る。

・職員向けの金融円滑化研修会を開催す
る。

・平成26年11月、金融円滑化研修会を実施し、説
明態勢等の重要性を周知致しました。
(全店の融資担当役席者 出席人員14名)

・金融円滑化にかかる実績をホームページ
に公表する。

・金融円滑化にかかる実績をホームページ
に公表する。

・同左
・平成26年3月末、9月末時点における金融円滑化
取組実績について、それぞれ5月・11月に当金庫
ホームページ上で公表致しました。

・経営健全化重点取組先を選定し、支援態
勢を強化する。
【計画：20先】
・経営健全化重点取組先の中から最重点取
組先を選定し、支援態勢を強化する。
【計画：5先】
・重点取組先（計画20先）に対しては、営
業店・本部が一体となって経営全体の改善
支援に取り組むとともに、策定支援する改
善計画のモニタリングを強化することで対
象先のランクアップを目指す。
【計画：2先】

・経営健全化重点取組先を選定する。
・経営健全化重点取組先の中から最重点取
組先を選定する。
・対象先に対しては、営業店・本部が一体
となり、継続して経営全体の改善支援に取
り組む。
・対象先の策定計画進捗について、随時モ
ニタリングを行い、必要に応じて、適宜ア
ドバイス行う。

・同左 ・経営健全化重点取組先として20先を選定しまし
た。尚、最重点取組先を５先選定し企業の改善に
取組ました。
・営業店は経営者との面談を通して、財務分析、
経営上の問題点等を把握し、経営改善のサポート
を適宜実施致しました。
・本部経営支援課は、取引企業の経営安定化等を
目的に営業店と連携し支援を推進致しました。
・上記の取組方策を実行したことにより、平成26
年度の取組先より4先がランクアップ致しまし
た。

・経営改善支援の取組み先数やその取組結
果についてディスクロージャー誌に公表す
る。

・経営改善支援の取組み先数やその取組結
果についてディスクロージャー誌に公表す
る。

・平成26年7月、平成25年度の取組結果を当金庫
ディスクロージャー誌にて公表致しました。

・新規創業・異業種分野へ進出する個人や
企業に対する融資について積極的に支援す
る。
【計画：20件、300百万円】
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ等の策定に際しては、連携先
である政策公庫や中小企業診断士会等の協
力を得ながら支援態勢を充実させる。
・中小企業経営力強化支援法に基づく認定
支援機関として創業補助金の助言対応等を
実施する。

・新規創業・異業種分野へ進出する個人や
企業に対する融資については、真摯に対応
し、必要に応じて連携先である政策公庫や
中小企業診断士会等の協力を得ながら支援
を行う。
また、相談窓口を記載したパンフレットを
店頭に備え置き、積極的にＰＲを実施す
る。

・同左 ・取引先2先に対し認定支援機関として、道経産
局地域需要創造型等起業・創業促進事業を活用し
事業計画の策定支援等を行いました。
・取引先1先に対し認定支援機関として、中小企
業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革
新事業を活用し事業計画の策定支援等を行いまし
た。
・平成26年度の創業・新事業等に対する金融支援
は、8先、79百万円を実行致しました。

実施スケジュール

・経営健全化重点取組先を選定し支援態勢を
強化する。また、特に、改善を早期に要する
先を最重点先として選定し、経営支援課が重
点的に経営支援に取り組む。

項　　　　　目 具体的取組策

・金融円滑化の観点から新規融資や貸付条件の
変更等の申込みに対する適切な審査を実施する
ため、支援態勢の充実を図る。

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

・金融円滑化にかかる実績を公表する。

・経営改善支援の取組み実績について公表す
る。

・新規創業・異業種分野へ進出する個人や企
業に対し、積極的に支援する。

平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度 地域密着型金融推進計画に関する基本方針地域密着型金融推進計画に関する基本方針地域密着型金融推進計画に関する基本方針地域密着型金融推進計画に関する基本方針

○ 当金庫では、地域金融機関の存在意義は「地域密着型金融」に徹することの認識のもと、事業再生・中小企業金融の円滑化、
経営力の強化等、お客様の利便性の向上を目指して諸施策を実施してまいりました。
今後も、推進計画を継続して取組み、より充実したものへとレベルアップを図るとともに、新たな取組みにも選択と集中により
積極的に取組み、地域経済の発展に取組んでまいります。

○ 具体的には、監督指針における（１）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化、（２）事業価値を見極める融資を
はじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底、（３）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献に基づき、地域
貢献や利用者のニ－ズ等に応じた個別計画を策定し積極的に推進してまいります。

留萌信用金庫
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【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２６年度）
進　　捗　　状　　況

２６年度上期 ２６年度下期 平成２６年度

実施スケジュール
項　　　　　目 具体的取組策

・留萌振興局との包括連携事業に基づき、
セミナー及びビジネスマッチングの場を提
供し、地域産業の活性化、地域に根ざした
事業を支援する。
・商工会議所、商工会との新規創業支援等
の情報交換を行う。

・留萌振興局との包括連携事業に基づき、
セミナー等を開催する。
・商工会議所、商工会との情報交換会を年
１回開催する。

・同左 ・留萌振興局と共催で「るもい地域ブランドづく
りセミナー」を開催致しました。（増毛町、小平
町を除く5市町村から12名参加）
・地域中小企業支援ネットワークの関係機関と情
報交換会議を3回行いました。

・北海道中小企業再生支援協議会、中小企
業支援ネットワーク事業等外部連携機関の
積極的な活用を図り、取引先企業の（１）
経営力の向上（２）創業・再チャレンジ
（３）事業承継（４）経営改善等といった
課題解決の為の対応を支援する。
・経営者保証に関するガイドラインへの適
切な対応を図る。

・中小企業支援施策等の情報提供。情報共
有のための連絡会議等開催する。
・取引先のニーズが発生した都度、相談
会・セミナーを実施する。
・経営者保証に関するガイドラインの趣旨
を踏まえた適切な対応を行うこととし、顧
客への周知徹底により融資慣行として浸
透・定着を図る。

・同左 ・中小企業支援ネットワーク全体会議に2回出席
し、強化事業を活用する態勢整備を図りました。
・北海道中小企業支援ネットワークとの連携によ
り、取引先2先に対し具体的な経営改善策を主旨
とした保証協会経営サポート会議に参加し意見交
換・情報の共有を行いました。
・建設企業のためのアドバイザリー事業（国交
省）を活用し専門家との連携により経営相談を１
先実施しました。
・取引先１先に対し事業承継に係る経営相談を
「北海道よろず支援拠点」（経済産業省）の専門
家を利用し金融支援を行いました。(18百万円）
・経営者保証に関するガイドラインの趣旨を踏ま
え適切な対応を行いました。（保証契約を解除し
た件数３件、ガイドラインに基づく保証債務整理
の成立件数１件）

・経済産業省が推進している「元気なモノ
作り中小企業」の選定企業、また、当金庫
が評価するモノ作りに積極的な中小企業の
資金需要に対し、適用金利を優遇した支援
を行う。

・対象先を選定し、適用金利を優遇する。 ・同左 ・モノ作りに積極的な地元中小企業に対し、優遇
金利を適用した融資を実施致しました。(1先、5
百万円)

・当庫の信用格付制度を活用した「るしん
商売繁盛ローン」を積極的に推進する。
【計画：10件、1億円】

・「るしん商売繁盛ローン」を積極的に推
進する。

・同左 ・｢るしん商売繁盛ローン｣は、3件、65百万円実
行致しました。

・環境に資する資金に対し適用金利を優遇
する｢るしんＥＣＯ(エコ)ローン｣等を積極
的に推進する。

・｢るしんＥＣＯ(エコ)ローン｣等を積極的
に推進する。

・同左 ・環境に配慮した新エネルギーである風力発電設
備関連に対し、1件、150百万円実行致しました。

・職員の審査の能力及びコンサルティング
機能の向上により中小企業等に対する経営
相談の拡充を図る。

・職員に対し外部養成講座への派遣や内部
研修の実施により目利き能力の向上を図
る。
・中小企業再生支援協議会等の連携機関の
活用により人材育成を図る。

・同左 ・目利き能力向上を目的とした外部養成講座へ職
員の派遣を行いました。平成26年11月に内部研修
を行いました。定例的に若手職員をによる自主勉
強会開催や北海道信用保証協会への研修に職員を
派遣し人材育成の強化を図っております。

・平成26年12月に留萌元気づくり助成金として、
2件、20万円の助成金を交付致しました。

・留萌振興局、商工会議所、商工会との連携
を強化する。

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

・留萌振興局との包括連携協定に基づく事
業として、留萌管内の企業等が行う商品開
発等の取組みに対し、事業費の一部を助成
する。（留萌元気づくり助成金）
・対象とする取組み。
(1)地元の食材等の地域資源を活用した商品
開発及び販路拡大
(2)新技術を取り入れた商品開発及び販路拡
大
(3)その他、事業拡大や地域振興に特に効果
が認められるもの
【計画：10件、1百万円】

・対象先を公募により選定し、助成金を交
付する。

・同左・地公体との連携により、地域経済の発展に
資する事業者に事業費用の支援を行う。

・取引先企業の経営力向上や専門的な経営課
題の解決を可能とする態勢強化を図る。

・企業が持つ技術等を適正に評価し、且つ、
企業が行う技術開発に対し金融面から支援す
る。

・不動産担保・個人保証に過度に依存しない
融資を推進する。

・新エネルギ－・省エネルギ－機器の普及を
金融面より支援する。

・目利き能力等の向上による人材育成を図
る。
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【地域密着型金融の具体的取組み】（平成２６年度）
進　　捗　　状　　況

２６年度上期 ２６年度下期 平成２６年度

実施スケジュール
項　　　　　目 具体的取組策

・｢るしん未来塾(年5回)｣の参加者を公募に
より選定し、前年度に続き、第3期として平
成26年6月より開講する。

・｢るしん未来塾｣を開講する。 ・同左 ・地元若手事業者を対象とした「るしん未来塾」
をコンサルティング会社の講師を招聘して実施し
ました。（塾生28名、セミナー5回実施）

・取引先企業への有用な経営情報の提供に
努めるものであり、当金庫が作成する「る
もいしんきん景況レポート」を調査対象先
等へ配布する。

・四半期毎（年４回）に、調査対象先等へ
配布し経営情報の提供を行う。

・同左 ・四半期毎（年４回）に、調査対象先等へ配布し
地域企業へ経営情報の提供を行いました。

・留萌振興局との包括連携協定に基づき、
以下の人材育成事業を推進する。
(1)地域に根ざした事業創出（留萌元気づく
りセミナ－の開催）
(2)地域資源のＰＲ活動。
・留萌市経済活性化懇談会へコアメンバー
として参加する。

・以下の事業について推進する。
　(1)留萌元気づくりセミナ－の開催
　(2)地域資源のＰＲ資料を営業店に掲示す
る。
・留萌市経済活性化懇談会へコアメンバー
として参加する。

・同左 ・留萌振興局との包括連携協定事業として、セミ
ナーを下記の通り2回実施致しました。
平成26年7月8日「第8回留萌・元気づくりセミ
ナー」(参加人員60名)
平成26年7月17 日 「第９回留萌・元気づくりセ
ミナー」(参加人員１８８名)
・留萌管内の特産品を広くPRする為、当金庫各支
店において展示会を実施しました。（展示場所留
萌市2ヶ店、旭川市4ヶ店、札幌市4ヶ店、計10ヶ
店）
・留萌市経済活性化懇談会(留萌市主催)に定例的
に参加し、地域経済の活性化に向けた意見交換、
情報提供等を通じて積極的に関与致しました。
（年間12回開催、うち11回参加）

・地域資源の活用、地域課題の解決を目的
としたＮＰＯ等に対し支援することを目的
とした｢るしんＮＰＯサポートローン｣を積
極的に推進する。
【計画：3件、10百万円】

・｢るしんＮＰＯサポートローン｣を積極的
に推進する。

・同左 ・地域資源の活用や地域課題の解決を目的とした
ＮＰＯ等に対し融資を行うこととした「るしんＮ
ＰＯサポートローン」は、2件、3百万円実行致し
ました。

・地域を担う次世代経営者(若手経営者・後継
経営者・経営幹部等)を対象とした経営塾を開
催し、地域貢献に資する人材育成を支援す
る。

３．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

・地域課題の解決を目的としたコミュニ
ティ・ビジネスやＮＰＯに対し、積極的に支
援する。

・「公民連携」のコアメンバ－として積極的
に活動し地域活性化に努める。

・地域活性化につながる多様なサービスの一
環として、留萌地区中小企業景況レポートに
よる経営情報の提供を行う。
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